
HASCO JAPAN CO., LTD. 
As agent of Emirates Shipping Line FZE 

令和 7 年 12 月吉日 

【アラブ首長国連邦(UAE)】船積み前情報(MPCI)プログラム導入に関するご案内 

拝啓 時下、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、アラブ首長国連邦(UAE)国家事前情報センター(NAIC - National Advance Information 

Centre)による新たな規制に基づき、船積み前情報(MPCI - Maritime Preload Cargo 

Information)プログラムが導入されることとなりました。これにより、船社/フォワーダー/NVOCC は貨物情報

の事前申告が義務付けられました。 

お客様に於いては、以下ご確認の上規制への対応準備をお願い申し上げます。 

■対象貨物

・UAE に輸入される貨物  ・UAE港で積み替えられる貨物 

・UAE港を通過する貨物  ・FROB貨物(Freight Remaining on Board) 

■申告期限

積載本船が積み地に到着する 2 日前まで 

※弊社サービスは上海/青島トランシップのため、通常の本船 CUT 日までの申告 

■開始時期

2026 年 1 月 15 日 (ORIGINAL ETD ベース)より開始 

※猶予期間終了予定 : 2026 年 3 月 31 日 

■申告必須項目

①Direct Bill of Lading か Master Bill of Lading かの申告

Direct Bill of Lading は House B/L の発行がない場合、 

Master Bill of Lading は House B/L を発行する場合を指します。 

②Master Bill of Lading(House B/L発行)の場合、

CONSIGNEE(MPCI を申告する事業者) の 7 桁の MPCI コードを申告
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③通常の B/L面上記載情報に加え、以下の項目の申告が必須となります。 

 

•Ports (Loading, Discharge, Transshipment, Receipt, and Delivery) 

•Container Details and Seal Numbers 

•Cargo Details and HS Code 

•Involved Parties (Shipper, Consignee, Notify Party, Freight Forwarders and Agents) 

•Vessel & Voyage Information 

•Identifiers: 

-Shipping lines and freight forwarders must provide their own identifiers: MPCI 

Party ID 

•Other Standard Information: Any additional standard information typically included 

in the BOL. 

 

詳細はこちらをご確認ください。 National Advance Information Centre link 

 

■注意事項 

・NAIC ポータルにて、MPCI CODE の事前取得をお願い致します。 

・申告要件を満たしていない場合、貨物の遅延、罰金、または貨物の受取拒否などの可能性がございま

すので十分ご留意ください。申告不備による不利益に関して、船社は一切の責任を負いかねます。 

・情報の申告方法(ACL の記載方法)については追って詳細ご案内致します。 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 

 

 

https://naic.icp.gov.ae/portal/

